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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　宛先端末の連絡先電話番号を含むＮＡＰＴＲレコードを格納するＥＮＵＭサーバとＩＰ
ネットワークを介して接続されるＩＰ電話装置であって、
　ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できない状態のときに所定のキーを押下する指示手
段と、
　特定の他のＩＰ電話装置のユーザごとに対応付けて設けられ、前記対応付けられたユー
ザが電話に応対できる状態にあるか否かを表示する表示手段と、
　前記表示手段の識別情報と前記特定の他のＩＰ電話装置の電話番号とを対応付けて記憶
する記憶手段と、
　所定のＩＰ電話装置を通知先として記憶する通知先記憶手段と、
　前記指示手段からの電話応対不可の指示により前記ＥＮＵＭサーバに登録された自装置
のＮＡＰＴＲレコードの削除要求を前記ＥＮＵＭサーバに送信する送信手段と、
　前記ＥＮＵＭＵサーバから自装置のＮＡＰＴＲレコードの削除完了を受信したとき、前
記所定のＩＰ電話装置に自装置のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことを通知する削除通
知手段と、
　他のＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことの通知を前記他のＩＰ電話装
置から受信したとき、前記他のＩＰ電話装置の電話番号を前記記憶手段から検索し、検索
された電話番号に対応する識別情報を有する表示手段に、前記他のＩＰ電話装置のユーザ
が電話に応対できないことを表示するよう制御する制御手段と、
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　前記表示手段の識別情報に対応付けられた電話番号を基にＮＡＰＴＲレコードを問合せ
るための登録問い合わせを前記ＥＮＵＭサーバに定期的に送信する問合せ手段と、
　前記問合せ手段による登録問い合わせに応じて、前記ＥＮＵＭサーバに当該ＮＡＰＴＲ
レコードがあれば当該ＮＡＰＴＲレコードを前記ＥＮＵＭサーバから受信し、当該ＮＡＰ
ＴＲレコードが削除されていれば当該ＮＡＰＴＲレコードが削除されていることを受信す
る受信手段とを具備し、
　前記問合せ手段により登録問い合わせを行ったＮＡＰＴＲレコードが削除されているこ
とを前記ＥＮＵＭサーバから受信したとき、前記制御手段によって当該識別情報を有する
表示手段に当該ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できないことを表示することを特徴と
するＩＰ電話装置。
【請求項２】
　ＩＰネットワークに接続されたＩＰ電話装置と、ＩＰ電話装置の連絡先電話番号を含む
ＮＡＰＴＲレコードを登録するデータベースを具備するＥＮＵＭサーバと、を具備するＩ
Ｐ電話システムであって、
　前記ＩＰ電話装置は、
　ユーザが電話に応対できない状態のときに所定のキーを押下する指示手段と、
　特定の他のＩＰ電話装置のユーザごとに対応付けて設けられ、前記対応付けられたユー
ザが電話に応対できる状態にあるか否かを表示する表示手段と、
　前記表示手段の識別情報と前記特定の他のＩＰ電話装置の電話番号とを対応付けて記憶
する記憶手段と、
　所定のＩＰ電話装置を通知先として記憶する通知先記憶手段と、
　前記指示手段からの電話応対不可の指示により前記ＥＮＵＭサーバに登録された自装置
のＮＡＰＴＲレコードの削除要求を前記ＥＮＵＭサーバに送信する送信手段と、
　前記ＥＮＵＭＵサーバから自装置のＮＡＰＴＲレコードの削除完了を受信したとき、前
記所定のＩＰ電話装置に自装置のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことを通知する削除通
知手段と、
　他のＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことの通知を前記他のＩＰ電話装
置から受信したとき、前記他のＩＰ電話装置の電話番号を前記記憶手段から検索し、検索
された電話番号に対応する識別情報を有する表示手段に、前記他のＩＰ電話装置のユーザ
が電話に応対できないことを表示するよう制御する制御手段と、
　前記表示手段の識別情報に対応付けられた電話番号を基にＮＡＰＴＲレコードを問合せ
るための登録問い合わせを前記ＥＮＵＭサーバに定期的に送信する問合せ手段と、
　前記問合せ手段による登録問い合わせに応じて、前記ＥＮＵＭサーバに当該ＮＡＰＴＲ
レコードがあれば当該ＮＡＰＴＲレコードを前記ＥＮＵＭサーバから受信し、当該ＮＡＰ
ＴＲレコードが削除されていれば当該ＮＡＰＴＲレコードが削除されていることを受信す
る受信手段とを具備し、
　前記問合せ手段により登録問い合わせを行ったＮＡＰＴＲレコードが削除されているこ
とを前記ＥＮＵＭサーバから受信したとき、前記制御手段によって当該識別情報を有する
表示手段に当該ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できないことを表示し、
　前記ＥＮＵＭサーバは、
　前記ＩＰ電話装置からの削除要求に応じて、前記データベースに登録された前記ＩＰ電
話装置のＮＡＰＴＲレコードを削除する削除処理手段と、前記ＩＰ電話装置からの登録問
い合わせに応じて、前記データベースに当該ＮＡＰＴＲレコードがあれば当該ＮＡＰＴＲ
レコードを応答し、当該ＮＡＰＴＲレコードが削除されていれば削除されていることを応
答する応答手段と、を具備することを特徴とするＩＰ電話システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ電話装置及びＩＰ電話システムに関し、特にＥＮＵＭサーバからＮＡＰ
ＴＲレコードを削除するＩＰ電話装置及びＩＰ電話システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットの急速な普及に伴い、遠隔地の電話装置と低料金での通話や登録
会員同士のＩＰ電話装置間で無料通話が可能なＩＰ電話システムが注目されている。また
、インターネットを利用したサービスやインターネット上のリソースと電話番号を結びつ
けるプロトコルとして、ＩＥＴＦ(Internet Engineering Task Force )やＩＴＵ－Ｔ（In
ternational Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector）な
どで検討が進められているＲＦＣ２９１６（非特許文献１）で規定される「ＥＮＵＭ（Te
lephone Number Mapping）」プロトコルがある。
【０００３】
　この「ＥＮＵＭ」プロトコルは、ＩＴＵ－Ｔで定められたＥ．１６４の体系に合うよう
変換された電話番号を元に、ＤＮＳ（Domain Name System）の仕組みを利用してそれをＩ
Ｐアドレス、もしくはＵＲＩ(Uniform Resource Identifier )を検索できるようにするも
のである。
【０００４】
　この「ＥＮＵＭ」プロトコルを利用してサービスを提供するＥＮＵＭシステムも検討さ
れている。ＥＮＵＭシステムを利用するＩＰ電話装置等のＩＰ端末装置のエンドユーザは
、自装置で利用する機能（ＵＲＩ、ＵＲＩを用いておこなうサービス（電話、電子メール
、データベースアクセス等））を選択可能である。そして、エンドユーザは、選択した機
能を「ＮＡＰＴＲ（The Naming Authority Pointer）」リソースレコードに設定して、Ｅ
ＮＵＭシステムに登録する必要がある。
【０００５】
　また、エンドユーザは、登録したＮＡＰＴＲリソースレコードを削除する場合は、ＥＮ
ＵＭサーバに対して削除要求を指示する必要がある。
【非特許文献１】ＥＮＵＭトライアルジャパン発行「ＥＮＵＭトライアルジャパン第一次
報告書」、２００４年５月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の「ＥＮＵＭ」プロトコルを利用するＩＰ電話装置等のＩＰ端
末装置のエンドユーザでは、登録したＮＡＰＴＲリソースレコードを削除する場合は、Ｅ
ＮＵＭサーバに対して削除要求を指示する必要があり、この削除作業が繁雑であるという
問題があった。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対で
きない状態のときに押下する指示キーと、特定の他のＩＰ電話装置のユーザが電話に応対
できない状態であることを示す表示手段を設け、この指示キーの操作に応じて、ＩＰ電話
装置のＮＡＰＴＲレコードの削除処理をＥＮＵＭサーバに対して実行し、他のＩＰ電話装
置からＮＡＰＴＲレコードの削除通知を受信すると他のＩＰ電話装置のユーザが電話に応
対できないことを表示手段に示すＩＰ電話装置及びＩＰ電話システムを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、宛先端末の連絡先電話番号を含むＮＡＰＴＲレコードを格納するＥＮＵＭサ
ーバとＩＰネットワークを介して接続されるＩＰ電話装置であって、ＩＰ電話装置のユー
ザが電話に応対できない状態のときに所定のキーを押下する指示手段と、特定の他のＩＰ
電話装置のユーザごとに対応付けて設けられ、前記対応付けられたユーザが電話に応対で
きる状態にあるか否かを表示する表示手段と、前記表示手段の識別情報と前記特定の他の
ＩＰ電話装置の電話番号とを対応付けて記憶する記憶手段と、所定のＩＰ電話装置を通知
先として記憶する通知先記憶手段と、前記指示手段からの電話応対不可の指示により前記
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ＥＮＵＭサーバに登録された自装置のＮＡＰＴＲレコードの削除要求を前記ＥＮＵＭサー
バに送信する送信手段と、前記ＥＮＵＭＵサーバから自装置のＮＡＰＴＲレコードの削除
完了を受信したとき、前記所定のＩＰ電話装置に自装置のＮＡＰＴＲレコードが削除され
たことを通知する削除通知手段と、他のＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードが削除された
ことの通知を前記他のＩＰ電話装置から受信したとき、前記他のＩＰ電話装置の電話番号
を前記記憶手段から検索し、検索された電話番号に対応する識別情報を有する表示手段に
、前記他のＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できないことを表示するよう制御する制御
手段と、前記表示手段の識別情報に対応付けられた電話番号を基にＮＡＰＴＲレコードを
問合せるための登録問い合わせを前記ＥＮＵＭサーバに定期的に送信する問合せ手段と、
前記問合せ手段による登録問い合わせに応じて、前記ＥＮＵＭサーバに当該ＮＡＰＴＲレ
コードがあれば当該ＮＡＰＴＲレコードを前記ＥＮＵＭサーバから受信し、当該ＮＡＰＴ
Ｒレコードが削除されていれば当該ＮＡＰＴＲレコードが削除されていることを受信する
受信手段とを具備し、前記問合せ手段により登録問い合わせを行ったＮＡＰＴＲレコード
が削除されていることを前記ＥＮＵＭサーバから受信したとき、前記制御手段によって当
該識別情報を有する表示手段に当該ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できないことを表
示するようにしたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るＩＰ電話装置及びＩＰ電話システムによれば、ＩＰ電話装置のユーザが電
話に応対できない状態のときに押下する指示キーと、特定の他のＩＰ電話装置のユーザが
電話に応対できない状態であることを示す表示手段を設け、この指示キーの操作に応じて
、ＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードの削除処理をＥＮＵＭサーバに対して実行し、他の
ＩＰ電話装置からＮＡＰＴＲレコードの削除通知を受信すると他のＩＰ電話装置のユーザ
が電話に応対できないことを表示手段に示すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の第１の態様に係るＩＰ電話装置は、宛先端末の連絡先電話番号を含むＮＡＰＴ
Ｒレコードを格納するＥＮＵＭサーバとＩＰネットワークを介して接続されるＩＰ電話装
置であって、ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できない状態のときに所定のキーを押下
する指示手段と、特定の他のＩＰ電話装置のユーザごとに対応付けて設けられ、前記対応
付けられたユーザが電話に応対できる状態にあるか否かを表示する表示手段と、前記表示
手段の識別情報と前記特定の他のＩＰ電話装置の電話番号とを対応付けて記憶する記憶手
段と、所定のＩＰ電話装置を通知先として記憶する通知先記憶手段と、前記指示手段から
の電話応対不可の指示により前記ＥＮＵＭサーバに登録された自装置のＮＡＰＴＲレコー
ドの削除要求を前記ＥＮＵＭサーバに送信する送信手段と、前記ＥＮＵＭＵサーバから自
装置のＮＡＰＴＲレコードの削除完了を受信したとき、前記所定のＩＰ電話装置に自装置
のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことを通知する削除通知手段と、他のＩＰ電話装置の
ＮＡＰＴＲレコードが削除されたことの通知を前記他のＩＰ電話装置から受信したとき、
前記他のＩＰ電話装置の電話番号を前記記憶手段から検索し、検索された電話番号に対応
する識別情報を有する表示手段に、前記他のＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できない
ことを表示するよう制御する制御手段と、前記表示手段の識別情報に対応付けられた電話
番号を基にＮＡＰＴＲレコードを問合せるための登録問い合わせを前記ＥＮＵＭサーバに
定期的に送信する問合せ手段と、前記問合せ手段による登録問い合わせに応じて、前記Ｅ
ＮＵＭサーバに当該ＮＡＰＴＲレコードがあれば当該ＮＡＰＴＲレコードを前記ＥＮＵＭ
サーバから受信し、当該ＮＡＰＴＲレコードが削除されていれば当該ＮＡＰＴＲレコード
が削除されていることを受信する受信手段とを具備し、前記問合せ手段により登録問い合
わせを行ったＮＡＰＴＲレコードが削除されていることを前記ＥＮＵＭサーバから受信し
たとき、前記制御手段によって当該識別情報を有する表示手段に当該ＩＰ電話装置のユー
ザが電話に応対できないことを表示する構成を採る。
【００１１】
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　この構成によれば、所定のキーを押下するだけでよいので、ＩＰ電話装置のユーザがＥ
ＮＵＭサーバからＮＡＰＴＲレコードを削除する手間を省略することができる。また、Ｎ
ＡＰＴＲレコードを削除したことを通知先のＩＰ電話装置に自動的に通知することができ
る。さらに、表示手段と所定のＩＰ電話装置とが対応付けられているので、ＩＰ電話装置
のユーザは、所定のＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードがＥＮＵＭサーバから削除されて
そのユーザが不在であることを表示手段により知ることができる。
【００１８】
　本発明の第２の態様に係るＩＰ電話システムは、ＩＰネットワークに接続されたＩＰ電
話装置と、ＩＰ電話装置の連絡先電話番号を含むＮＡＰＴＲレコードを登録するデータベ
ースを具備するＥＮＵＭサーバと、を具備するＩＰ電話システムであって、前記ＩＰ電話
装置は、ユーザが電話に応対できない状態のときに所定のキーを押下する指示手段と、特
定の他のＩＰ電話装置のユーザごとに対応付けて設けられ、前記対応付けられたユーザが
電話に応対できる状態にあるか否かを表示する表示手段と、前記表示手段の識別情報と前
記特定の他のＩＰ電話装置の電話番号とを対応付けて記憶する記憶手段と、所定のＩＰ電
話装置を通知先として記憶する通知先記憶手段と、前記指示手段からの電話応対不可の指
示により前記ＥＮＵＭサーバに登録された自装置のＮＡＰＴＲレコードの削除要求を前記
ＥＮＵＭサーバに送信する送信手段と、前記ＥＮＵＭＵサーバから自装置のＮＡＰＴＲレ
コードの削除完了を受信したとき、前記所定のＩＰ電話装置に自装置のＮＡＰＴＲレコー
ドが削除されたことを通知する削除通知手段と、他のＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコード
が削除されたことの通知を前記他のＩＰ電話装置から受信したとき、前記他のＩＰ電話装
置の電話番号を前記記憶手段から検索し、検索された電話番号に対応する識別情報を有す
る表示手段に、前記他のＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できないことを表示するよう
制御する制御手段と、前記表示手段の識別情報に対応付けられた電話番号を基にＮＡＰＴ
Ｒレコードを問合せるための登録問い合わせを前記ＥＮＵＭサーバに定期的に送信する問
合せ手段と、前記問合せ手段による登録問い合わせに応じて、前記ＥＮＵＭサーバに当該
ＮＡＰＴＲレコードがあれば当該ＮＡＰＴＲレコードを前記ＥＮＵＭサーバから受信し、
当該ＮＡＰＴＲレコードが削除されていれば当該ＮＡＰＴＲレコードが削除されているこ
とを受信する受信手段とを具備し、前記問合せ手段により登録問い合わせを行ったＮＡＰ
ＴＲレコードが削除されていることを前記ＥＮＵＭサーバから受信したとき、前記制御手
段によって当該識別情報を有する表示手段に当該ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対でき
ないことを表示し、前記ＥＮＵＭサーバは、前記ＩＰ電話装置からの削除要求に応じて、
前記データベースに登録された前記ＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードを削除する削除処
理手段と、前記ＩＰ電話装置からの登録問い合わせに応じて、前記データベースに当該Ｎ
ＡＰＴＲレコードがあれば当該ＮＡＰＴＲレコードを応答し、当該ＮＡＰＴＲレコードが
削除されていれば削除されていることを応答する応答手段と、を具備する構成を採る。
【００１９】
　この構成によれば、所定のキーを押下するだけでよいので、ＩＰ電話装置のユーザがＥ
ＮＵＭサーバからＮＡＰＴＲレコードを削除する手間を省略することができる。また、Ｎ
ＡＰＴＲレコードを削除したことを通知先のＩＰ電話装置に自動的に通知することができ
る。さらに、表示手段と所定のＩＰ電話装置とが対応付けられているので、ＩＰ電話装置
のユーザは、所定のＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードがＥＮＵＭサーバから削除されて
そのユーザが不在であることを表示手段により知ることができるため、ＩＰ電話装置のユ
ーザにとって使い勝手の良いＩＰ電話システムを提供することができる。
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２３】
　図１は、本実施の形態のＩＰ電話システムの全体構成を示す図である。図１において、
ＩＰ電話システム１００は、複数台のＩＰ電話装置（以下、ＩＰ電話という）１０１、１
０２、ＥＮＵＭサーバ１０３がＩＰネットワーク１０４を介して相互に接続されている。
なお、同図の構成に限らず３台以上のＩＰ電話を接続してＩＰ電話システムを構成しても
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よい。
【００２４】
　ＩＰ電話１０１（１０２）は、ＩＰネットワーク１０４を介して他のＩＰ電話との間で
音声通話が可能な機能を有している。
【００２５】
　ＥＮＵＭ（Telephone Number Mapping）サーバ１０３は、ＮＡＰＴＲ（The Naming Aut
hority Pointer）リソースレコード（以下、ＮＡＰＴＲレコードという）を登録するデー
タベースを備える。ＥＮＵＭサーバ１０３は、ＩＰ電話１０１（１０２）の問い合わせに
応じて、データベースに登録されたＮＡＰＴＲレコードをＩＰ電話１０１（１０２）に返
送する。
【００２６】
　図２は、本実施の形態のＩＰ電話１０１の構成を示すブロック図である。なお、ＩＰ電
話１０２もＩＰ電話１０１と同様の構成を有する。
【００２７】
　図２において、ＩＰ電話１０１は、ＣＰＵ２０１、メモリ２０２、ハンドセット２０３
、表示装置２０４、ネットワーク・インターフェース（以下、ネットワークＩ／Ｆという
）２０５及び通知先メモリ２０６により主に構成されている。
【００２８】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit ）２０１は、メモリ２０２に記憶された音声通話制
御プログラムに基づいてＩＰネットワーク１０４を介して他のＩＰ電話１０２と音声通話
を行う際に必要となる全ての動作を制御する。従って、ＣＰＵ２０１は、ＳＩＰ（Sessio
n Initiation Protocol ）やＨ．３２３に代表される呼制御プロトコルに従って、宛先端
末との間の呼制御を実行する。また、ＣＰＵ２０１は、表示装置２０４やネットワークＩ
／Ｆ２０５に必要な指示を与える。
【００２９】
　また、ＣＰＵ２０１は、ＥＮＵＭサーバ１０３へ宛先端末に対応するＮＡＰＴＲレコー
ドを問い合わせる「ＮＡＰＴＲ問い合わせ」の送出や、その「ＮＡＰＴＲ問い合わせ」に
対する応答「ＮＡＰＴＲ削除応答」の受信の制御を行う。また、ＣＰＵ２０１は、後述す
る留守キー３０３が押された時に、ＮＡＰＴＲレコードの削除要求を、ネットワークＩ／
Ｆ２０５からＥＮＵＭサーバ１０３に自動的に送出する制御を行う。
【００３０】
　なお、ＩＰ電話１０１に設けられる「留守キー」とは、ユーザが外出あるいは離席など
により電話に応対できない場合に押下しておくキーである。「留守キー」を押下すること
によりＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードがＥＮＵＭサーバから削除されるので、ＩＰ
電話１０１のユーザが不在であることを、電話機の在宅表示ランプの消灯により他のＩＰ
電話装置のユーザに明示することができる。また、この「留守キー」は、従来からある留
守番電話機能を備えた「留守番電話キー」と併用されるものであってもよい。その場合は
、ＮＡＰＴＲレコードを削除し他のＩＰ電話装置の在宅表示ランプを消灯させるとともに
、従来どおりの録音モードに移行する留守番電話機能を実行するものとする。
【００３１】
　また、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ電話装置１０２のＮＡＰＴＲレコード登録の問い合わせを
定期的にネットワークＩ／Ｆ２０５からＥＮＵＭサーバ１０３に送出し、この問い合わせ
に応じてＥＮＵＭサーバ１０３からネットワークＩ／Ｆ２０５を介してＩＰ電話１０２の
ＮＡＰＴＲレコード削除応答を受信すると、後述する在宅表示ランプ３０５を消灯する。
【００３２】
　また、ＣＰＵ２０１は、例えば、ＩＰ電話１０２からＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコ
ードの問い合わせをネットワークＩ／Ｆ２０５を介して定期的に受け付けると、そのＮＡ
ＰＴＲレコードの削除処理が完了している場合は、ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除応答
をネットワークＩ／Ｆ２０５を介してＩＰ電話１０２に返送する。なお、ＣＰＵ２０１は
、削除要求手段として機能する。
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【００３３】
　メモリ２０２は、ＣＰＵ２０１が実行する音声通話制御プログラム等を記憶するＲＯＭ
（Read Only Memory）としての機能と、ＣＰＵ２０１がプログラムを実行する際のワーク
メモリとして利用されるＲＡＭ（Random Access Memory）としての機能を有する。
【００３４】
　ハンドセット２０３は、ユーザによるオフフック操作又はオンフック操作に応じてオフ
フック信号又はオンフック信号をＣＰＵ２０１に出力する。また、ハンドセット２０３は
、マイクとスピーカを備え、宛先端末との間の通話開始時にユーザの送話音声をマイクに
より送話音声信号に変換してＣＰＵ２０１に出力するとともに、ＣＰＵ２０１から入力さ
れる受話音声信号をスピーカにより受話音声として出力する。
【００３５】
　表示装置２０４は、液晶パネル等により構成され、ＩＰ電話１０１の現在のステータス
を表示するとともに、ＣＰＵ２０１から入力された発信側ＩＰ電話の氏名、住所、電話番
号等を表示する。
【００３６】
　ネットワークＩ／Ｆ２０５は、ＩＰ電話１０１が接続されるＩＰネットワーク１０４と
のインターフェースであり、上記ＣＰＵ２０１の制御により、削除要求のＥＮＵＭサーバ
１０３への送出処理、ＩＰ電話１０２のＮＡＰＴＲレコード削除応答を受信する受信処理
を実行する。なお、ネットワークＩ／Ｆ２０５は、送信手段及び受信手段として機能する
。
【００３７】
　通知先メモリ２０６は、削除処理の結果を通知するＩＰ電話１０２のユーザ情報を記憶
する。なお、通知先メモリ２０６は、記憶手段として機能する。
【００３８】
　図３は、本実施の形態のＩＰ電話１０１の外観を示す正面図である。なお、ＩＰ電話１
０２についても同様の構成を有する。
【００３９】
　図３において、ＩＰ電話１０１は、ユーザの音声を受けるマイクと、受話音声を出音す
るスピーカとを有するハンドセット２０３と、電話番号等を受け付けるテンキー３０２と
、留守番電話機能を切り替える留守キー３０３と、音声を外部出力に切り替えるスピーカ
キー３０４と、他のＩＰ電話を利用するユーザの在宅を表示する在宅表示ランプ３０５と
を備えている。さらに、側面部にＩＰネットワーク１０４に接続されるＬＡＮインターフ
ェース（ＬＡＮＩ／Ｆ）３０６と、公衆回線網に接続される公衆回線インターフェース（
公衆回線Ｉ／Ｆ）３０７とを備えている。なお、留守キー３０３は、指示手段として機能
する。
【００４０】
　在宅表示ランプ３０５の上側に、液晶パネル等で構成される表示装置２０４が設けられ
ている。表示装置２０４は、ＥＮＵＭサーバ１０３から受信したＮＡＰＴＲレコードから
発信者番号あるいは発信者番号に対応付けて電話帳登録された氏名、住所等が表示される
。また、在宅表示ランプ３０５は、４人分のＩＰ電話ユーザの在宅を表示可能であり、図
中では、知人Ａ、知人Ｂ、知人Ｄ及び知人Ｅの各在宅ランプが点灯可能である場合を示し
ている。なお、在宅表示ランプ３０５は、表示手段として機能する。また、在宅表示ラン
プ３０５は、例えば知人ＡのＩＰ電話の電源がオンされたり、知人ＡのＩＰ電話に設けら
れた在宅を通知するためのキーが押下されて、知人ＡのＩＰ電話から在宅通知メッセージ
を受信した場合に、電話機の知人Ａに該当する在宅表示ランプ３０５が点灯するものであ
る。知人Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅの４つの在宅表示ランプが点灯している場合は、４人のＩＰ電話
からそれぞれ在宅通知メッセージを受信したことを示す。
【００４１】
　また、ＩＰ電話のメモリ２０２には、例えば４つ設けられた在宅表示ランプ３０５のう
ちのどのランプに該当するかを示すランプの識別情報（例えば左端から右端までを順にラ
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ンプ１、２、３、４とする）と、知人名（Ａさん）と、その知人の電話番号とが対応付け
れて記憶されている。従って、メモリ２０２を参照することにより、どの電話番号のＩＰ
電話についてＮＡＰＴＲ問い合わせを行えばよいか、削除応答を受信した場合どの在宅表
示ランプを消灯すればよいかを判断することができる。
【００４２】
　図４は、本実施の形態のＥＮＵＭサーバ１０３の構成を示すブロック図である。図４に
おいて、ＣＰＵ４０１、メモリ４０２、データベース４０３、入出力装置４０４及びネッ
トワークＩ／Ｆ４０５により主に構成される。
【００４３】
　ＣＰＵ４０１は、メモリ４０２に記憶された制御プログラムに基づいてＥＮＵＭサーバ
１０３全体を制御する。また、ＣＰＵ４０１は、例えば、ＩＰ電話１０１からＮＡＰＴＲ
レコードの登録要求（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）を受け付けると、例えば「Ｎｓｕｐｄａｔｅ」
のようなアプリケーションソフトを起動して、後述するデータベース４０３にＩＰ電話１
０１のＮＡＰＴＲレコードを登録する処理を実行し、登録完了信号をネットワークＩ／Ｆ
４０５からＩＰ電話１０１に返送する。
【００４４】
　また、ＣＰＵ４０１は、例えば、ＩＰ電話１０１からＮＡＰＴＲレコードの削除要求を
受け付けると、例えば「Ｎｓｕｐｄａｔｅ」のようなアプリケーションソフトを起動して
、後述するデータベース４０３に登録されたＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードを削除
する処理を実行し、削除完了をネットワークＩ／Ｆ４０５からＩＰ電話１０１に返送する
。なお、ＣＰＵ４０１は、削除処理手段として機能する。
【００４５】
　メモリ４０２は、ＣＰＵ４０１が実行する制御プログラム等を記憶するＲＯＭとしての
機能と、ＣＰＵ４０１がプログラムを実行する際のワークメモリとして利用されるＲＡＭ
としての機能を有する。
【００４６】
　データベース４０３は、ＩＰ電話１０１，１０２のＮＡＰＴＲレコードを登録するデー
タベースである。入出力装置４０４は、ＥＮＵＭサーバ１０３をメンテナンスする際に使
用するキーボード等の入力デバイスと、メンテナンス情報を表示する表示装置等の出力デ
バイスとから構成される。
【００４７】
　ネットワークＩ／Ｆ４０５は、ＥＮＵＭサーバ１０３が接続されるＩＰネットワーク１
０４とのインターフェースであり、ＣＰＵ４０１の制御により、登録完了、削除完了をＩ
Ｐ電話１０１，１０２へ送出する。なお、ネットワークＩ／Ｆ４０５は、送信手段として
機能する。
【００４８】
　次に、図１のＩＰ電話システム１００において、ＩＰ電話１０１がＥＮＵＭサーバ１０
３に対してＮＡＰＴＲレコードの削除を要求し、続いて、ＩＰ電話１０２にＮＡＰＴＲ削
除応答を行うまでの動作について、図５に示すシーケンス図を参照して説明する。
【００４９】
　なお、図５の動作を説明する前提として、ＥＮＵＭサーバ１０３には、図９に示すよう
に、ＩＰ電話１０１，１０２のＮＡＰＴＲレコードがデータベース４０３に登録済みであ
り、ＩＰ電話１０１のユーザが在宅であることが既にＩＰ電話１０２に通知されており、
従って、ＩＰ電話１０２上の該当する在宅表示ランプ３０５が点灯しているものとする。
図９のＥＮＵＭドメイン名の上段がＩＰ電話１０１、下段がＩＰ電話１０２のＮＡＰＴＲ
レコードとする。
【００５０】
　ＩＰ電話１０１において、ユーザが不在となるためユーザにより留守キー３０３が押さ
れると、ＣＰＵ２０１は、その留守キー３０３のＯＮ信号を認識して、自装置のＮＡＰＴ
ＲレコードのＥＮＵＭサーバ１０３からの削除を要求するため、「ＩＰ電話１０１削除要
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求」メッセージをネットワークＩ／Ｆ２０５からＥＮＵＭサーバ１０３に送出する（ステ
ップＳ５０１）。
【００５１】
　次に、ＥＮＵＭサーバ１０３内のＣＰＵ４０１は、ＩＰ電話１０１から「ＩＰ電話１０
１削除要求」メッセージをネットワークＩ／Ｆ４０５を介して受け付けると、例えば「Ｎ
ｓｕｐｄａｔｅ」のようなアプリケーションソフトを起動して、図９のデータベース４０
３に登録されたＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードを削除する処理を実行し、「ＩＰ電
話１０１削除完了」メッセージをネットワークＩ／Ｆ４０５からＩＰ電話１０１に返送す
る（ステップＳ５０２）。この場合、「ＩＰ電話１０１削除完了」メッセージは、独自の
メッセージであるものとする。
【００５２】
　次に、ＩＰ電話１０２は、メモリ２０２を参照してＮＡＰＴＲ問い合わせを行うべきＩ
Ｐ電話の電話番号を読み出し、ポーリング機能により「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ問い
合わせ」メッセージをＥＮＵＭサーバ１０３に定期的に送出する（ステップＳ５０３）。
なお、メモリ２０２に、ＮＡＰＴＲ問い合わせを行う相手が４人登録されていれば、各々
のＩＰ電話に対し定期的に「ＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージを送出することになる。
ＥＮＵＭサーバ１０３内のＣＰＵ４０１は、ネットワークＩ／Ｆ４０５によりＩＰ電話１
０２から定期的に送信される「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージを受
け付けると、ここではＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードは削除されているので、「Ｉ
Ｐ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除応答」メッセージをネットワークＩ／Ｆ４０５からＩＰ電
話１０２に返送する（ステップＳ５０４）。もしＩＰ電話のＮＡＰＴＲレコードが削除さ
れていない場合は、該当するＮＡＰＴＲレコードをＩＰ電話に返送することになる。
【００５３】
　次に、ＩＰ電話１０２内のＣＰＵ２０１は、ネットワークＩ／Ｆ２０５によりＥＮＵＭ
サーバ１０３から「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除応答」メッセージを受け付けると、
ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことを認識し、該当する在宅表示ラン
プ３０５を消灯する。具体的には、ＮＡＰＴＲ削除応答を受信したＩＰ電話１０１の電話
番号をメモリ２０２から検索し、対応するランプの識別情報（例えば、ランプ１）を得て
ランプ１に該当する在宅表示ランプを消灯する。これにより、ＩＰ電話１０２のユーザは
、ＩＰ電話１０１のユーザが留守であることを確認することができる。
【００５４】
　次に、図５のシーケンス図に示したＩＰ電話１０１、ＥＮＵＭサーバ１０３及びＩＰ電
話１０２の各動作について、図６に示すフローチャートを参照して説明する。まず、ＥＮ
ＵＭサーバ１０３内のデータベース４０３内には、図９に示すＩＰ電話１０１，１０２の
各ＮＡＰＴＲレコードが登録済みであるものとする。
【００５５】
　ＩＰ電話１０１において、ユーザが不在となるため留守キー３０３を押すと（ステップ
Ｓ６０１）、ＩＰ電話１０１内のＣＰＵ２０１は、その留守キー３０３のＯＮ信号を認識
して、自装置のＮＡＰＴＲレコードのＥＮＵＭサーバ１０３からの削除を要求するため、
「ＩＰ電話１０１削除要求」メッセージをＥＮＵＭサーバ１０３に送出する（ステップＳ
６０２）。
【００５６】
　次に、ＥＮＵＭサーバ１０３は、ＩＰ電話１０１から「ＩＰ電話１０１削除要求」メッ
セージを受け付けると、例えば「Ｎｓｕｐｄａｔｅ」のようなアプリケーションソフトを
起動して、データベース４０３に登録されたＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードを削除
する処理を実行し（ステップＳ６０３）、「ＩＰ電話１０１削除完了」メッセージをネッ
トワークＩ／Ｆ４０５からＩＰ電話１０１に返送する（ステップＳ６０４）。
【００５７】
　次に、ＩＰ電話１０２は、ポーリング機能により「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ問い合
わせ」メッセージをＥＮＵＭサーバ１０３に定期的に送出する（ステップＳ６０５）。Ｅ
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ＮＵＭサーバ１０３内のＣＰＵ４０１は、ネットワークＩ／Ｆ４０５によりＩＰ電話１０
２から定期的に送信される「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージを受け
付けると、ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードが削除されている場合は、「ＩＰ電話１
０１のＮＡＰＴＲ削除応答」メッセージをネットワークＩ／Ｆ４０５からＩＰ電話１０２
に返送する（ステップＳ６０６）。
【００５８】
　次に、ＩＰ電話１０２内のＣＰＵ２０１は、ネットワークＩ／Ｆ２０５によりＥＮＵＭ
サーバ１０３から「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除応答」メッセージを受け付けると、
ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことを認識し、該当する在宅表示ラン
プ３０５を消灯する（ステップＳ６０７）。
【００５９】
　例えば、図３において、ＩＰ電話１０１が「知人Ａ」であれば、「知人Ａ在宅」ランプ
が消灯して、知人Ａが留守であることを知らせることができる。
【００６０】
　なお、上記図５のシーケンス図、及び図６のフローチャートでは、ＩＰ電話１０２がポ
ーリング機能を用いて「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージをＥＮＵＭ
サーバ１０３に定期的に送出する場合を説明したが、この動作に限らず、ＥＮＵＭサーバ
１０３からＩＰ電話１０２にＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除した旨のメッセージを送出
するようにしても良い。
【００６１】
　この場合の動作について、図７のシーケンス図及び図８のフローチャートを参照して説
明する。
【００６２】
　図７にシーケンス図では、ステップＳ５０１、ステップＳ５０２までが、図５で説明し
た動作と同一の動作であり、異なる動作をステップＳ７０１、ステップＳ７０２として示
し、この動作のみ説明する。
【００６３】
　ＩＰ電話１０１内のＣＰＵ２０１は、ＥＮＵＭサーバ１０３から「ＩＰ電話１０１削除
完了」メッセージを受け付けると（ステップＳ５０２）、通知先メモリ２０６に記憶され
た通知先を参照して、「ＩＰ電話１０１の削除通知」メッセージをＩＰ電話１０２に送出
する（ステップＳ７０１）。この場合、「ＩＰ電話１０１の削除通知」メッセージは、独
自のメッセージであるものとする。なお、通知先が複数設定されている場合は、それぞれ
の通知先に「ＩＰ電話１０１の削除通知」メッセージを送出する。通知先となるＩＰ電話
の登録は、ユーザが登録できるようにするのが望ましい。
【００６４】
　ＩＰ電話１０２内のＣＰＵ２０１は、ＩＰ電話１０１から「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴ
Ｒ削除通知」メッセージを受け付けると、「ＩＰ電話１０１の削除応答」メッセージをＩ
Ｐ電話１０１に返送し（ステップＳ７０２）、ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードが削
除されたことを認識し、ＩＰ電話１０１に該当する在宅表示ランプ３０５を消灯する。こ
の場合、「ＩＰ電話１０１の削除応答」メッセージは、独自のメッセージであるものとす
る。
【００６５】
　同様に、図８に示すフローチャートでは、ステップＳ８０１、ステップＳ８０２のみが
異なる。ステップＳ８０１において、ＩＰ電話１０１内のＣＰＵ２０１は、ＥＮＵＭサー
バ１０３から「ＩＰ電話１０１削除完了」メッセージを受け付けると、通知先メモリ２０
６に記憶された通知先を参照して、「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除通知」メッセージ
をＩＰ電話１０２に送出する。
【００６６】
　次に、ステップＳ８０２において、ＩＰ電話１０２内のＣＰＵ２０１は、ＩＰ電話１０
１から「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除通知」メッセージを受け付けると、「ＩＰ電話
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１０１のＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除応答」メッセージをＩＰ電話１０１に返送する
。
【００６７】
　以上のように、本実施の形態のＩＰ電話システム１００では、ＩＰ電話１０１の留守キ
ー３０３が押された時、ＥＮＵＭサーバ１０３に対してＮＡＰＴＲレコードの削除要求を
送出して削除処理を実行した。
【００６８】
　そして、ＥＮＵＭサーバ１０３は、ＮＡＰＴＲレコードの削除処理後に、ＩＰ電話１０
２から定期的に送信される「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージを受け
付けると、「ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲ削除応答」メッセージをＩＰ電話１０２に通知
する処理を実行した。また、ＩＰ電話１０１は、通知先メモリ２０６に記憶した通知先の
ＩＰ電話１０２に対して、「ＩＰ電話１０１の削除通知」メッセージを通知するようにし
た。
【００６９】
　ＩＰ電話１０２は、「ＩＰ電話１０１の削除通知」メッセージを受け付けると、該当す
る在宅表示ランプ３０５を消灯する処理を実行し、ユーザに対してＩＰ電話１０１のユー
ザが留守であることを知らせるようにした。
【００７０】
　なお、上記実施の形態では、ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードをＥＮＵＭサーバ１
０３から削除する場合を説明したが、ＩＰ電話１０２のＮＡＰＴＲレコードをＥＮＵＭサ
ーバ１０３から削除する場合も同様に実行可能である。また、上記実施の形態では、ＩＰ
電話１０２に対して、ＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコードが削除されたことを通知する
場合を説明したが、ＩＰ電話１０１に対しても同様にＩＰ電話１０２のＮＡＰＴＲレコー
ドが削除されたことを通知することが可能である。
【００７１】
　したがって、ＩＰ電話１０１，１０２のユーザは、留守キー３０３を押すだけで、ＮＡ
ＰＴＲレコードをＥＮＵＭサーバ１０３から削除することができ、削除する手間を省略す
ることができるとともに、留守であることを他のＩＰ電話に知らせることができる。また
、ＩＰ電話１０１，１０２のユーザは、在宅表示ランプ３０５の消灯により、そのＩＰ電
話ユーザが留守であることを知ることができ、無駄な発信を回避することができる。その
結果、ＩＰ電話のユーザにとって使い勝手の良いＩＰ電話システムを提供することができ
る。
【００７２】
　なお、上記実施の形態では、ＩＰ電話１０１からＮＡＰＴＲレコードを削除したことを
、独自の「ＩＰ電話１０１の削除通知」メッセージでＩＰ電話１０２に通知し、ＩＰ電話
１０２は、独自の「ＩＰ電話１０１の削除応答」メッセージでＩＰ電話１０１に応答する
場合を示したが、他のメッセージを利用するようにしてもよい。
【００７３】
　例えば、ＲＦＣ３２６１のＳＩＰ標準メッセージやＲＦＣ３４２７に規定された「Ｎｏ
ｔｉｆｙ　Ｉｎｆｏ」メッセージを利用し、メッセージの非標準ヘッダ（Ｐ－ヘッダなど
）を利用してＩＰ電話１０１のＩＰアドレスを設定してＩＰ電話１０２に送信するように
してもよい。
【００７４】
　この場合、ＩＰ電話１０２は、「Ｎｏｔｉｆｙ　Ｉｎｆｏ」メッセージのＰ－ヘッダに
設定されたＩＰ電話１０１のＩＰアドレスを参照してＩＰ電話１０１のＮＡＰＴＲレコー
ドの削除を認識し、「Ｎｏｔｉｆｙ　Ｉｎｆｏ」メッセージのＰ－ヘッダにＩＰ電話１０
２のＩＰアドレスを設定してＩＰ電話１０１に返送することが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明に係るＩＰ電話装置及びＩＰ電話システムによれば、ＩＰ電話装置のユーザが外
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出や離席などにより電話に応対できない状態のときに押下する指示キーと、特定の他のＩ
Ｐ電話装置のユーザが電話に応対できない状態であることを示す表示手段を設け、この指
示キーの操作に応じて、ＩＰ電話装置のＮＡＰＴＲレコードの削除処理をＥＮＵＭサーバ
に対して実行し、他のＩＰ電話装置からＮＡＰＴＲレコードの削除通知を受信すると他の
ＩＰ電話装置のユーザが電話に応対できないことを表示手段に示すことができ、ＩＰ電話
装置のユーザの負担を軽減するＩＰ電話システムを提供できる点で有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明を適用した実施の形態に係るＩＰ電話システムの構成を示す図
【図２】本実施の形態に係るＩＰ電話の構成を示すブロック図
【図３】図２のＩＰ電話の外観を示す正面図
【図４】本実施の形態に係るＥＮＵＭサーバの構成を示すブロック図
【図５】本実施の形態に係るＩＰ電話システムにおいて、ＩＰ電話がＥＮＵＭサーバに対
してＮＡＰＴＲレコードを削除要求し、続いて、削除を他のＩＰ電話に通知するまでの動
作を説明するためのシーケンス図
【図６】図５のシーケンス図におけるＩＰ電話システムの動作を説明するためのフローチ
ャート図
【図７】図５の一部を変更した動作を説明するためのシーケンス図
【図８】図７のシーケンス図におけるＩＰ電話システムの動作を説明するためのフローチ
ャート図
【図９】本実施の形態に係るＥＮＵＭサーバのＥＮＵＭデータベースのＮＡＰＴＲレコー
ドの一例を示す図
【符号の説明】
【００７７】
　１００　ＩＰ電話システム
　１０１，１０２　ＩＰ電話
　１０３　ＥＮＵＭサーバ
　１０４　ＩＰネットワーク
　２０１，４０１　ＣＰＵ
　２０２，４０２　メモリ
　２０３　ハンドセット
　２０４　表示装置
　２０５，４０５　ネットワークＩ／Ｆ
　２０６　通知先メモリ
　３０３　留守キー
　３０５　在宅表示ランプ
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